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○石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補助金交付要綱 

令和6年4月1日 

告示第123号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、石垣市内において新たな特産品の開発又は既存の特産品における生産力

を強化するため、特産品の生産、製造、加工等に係る施設、設備等を整備する事業(以下「補

助事業」という。)に取り組む事業者に対し、石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補

助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、石垣市補助金等交付規則(平成6年

石垣市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

(定義) 

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。 

(1) 選定事業者 市長が別に定める事業者提案の募集に応募し選定された事業者 

(2) 寄附額 クラウドファンディングによる寄附を受けた額の合計額 

(3) 目標額 第5条に規定する補助対象経費から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。 

(補助対象者) 

第3条 補助対象者は、補助事業の実施主体である選定事業者で、次の各号に掲げる要件を全

て満たす者とする。 

(1) 提案した補助事業への寄附額が目標額に達した者。ただし、寄附額が目標額に達しない

場合であっても、応募の際その達しない寄附額のうちから補助金の交付を受けることによ

り、補助事業に取り組む意思を有していた者は、この限りでない。 

(2) 補助事業に係る特産品を市のふるさと納税の返礼品として登録する意思を有する者 

(3) 市内に事業所等を有し、又は開設を予定する者で、当該補助金の交付決定の日から5年

以上継続して補助事業を行う意思を有する者 

(4) 市税等の滞納(納税猶予等の措置によるものを除く。)のない者 

(5) 石垣市暴力団排除条例(平成23年石垣市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員で

ない者又は暴力団員と密接な関係を有しない者 

(補助対象事業等) 

第4条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1に掲げるとおりとする。 

(補助金の額及び補助限度額) 

第5条 補助金の額は、寄附額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額)とする。ただし、補助対象経費の額の合計額を上限とする。 
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(補助金の交付申請) 

第6条 補助金の交付を受けようとする選定事業者は、石垣市特産品開発及び生産力強化支援

事業補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2に規定する書類を添付し、市長に申請するもの

とする。 

2 前項の申請は、クラウドファンディングにより目標額を達成した日又はクラウドファンデ

ィングが終了した日のいずれかの日から30日以内に行うものとする。 

(補助金の交付決定及び通知) 

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可

否を決定しなければならない。 

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができ

る。 

3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補

助金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付の決定をしたときは、石垣市特産品開発及び

生産力強化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するもの

とする。 

(交付決定前の着手) 

第8条 選定事業者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たりやむ

を得ない事情がある場合で、前条に規定する交付の可否の決定前に事業に着手する場合は、

あらかじめ事前着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。 

(補助事業の変更等) 

第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、

又は事業を中止しようとするときは、石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補助金変更

(中止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の変

更の可否又は取消しを決定し、石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補助金(変更交

付・取消)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。 

(実績報告) 

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後30日以内に石垣市特産品開発及び

生産力強化支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。 

(補助金の確定) 

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその審査を行い、必要に応じ

て現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す
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ると認めたときは、補助金の額を確定し、石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補助金

確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。 

(補助金の交付) 

第12条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。 

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助事業者の経済的な事情など補助金の交付の目的を

達成するため当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると特に認めるときは、補

助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に概算交付することができる。 

(補助金の請求及び支払) 

第13条 補助金の請求は、石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業補助金交付請求書(様式

第11号)により、概算交付に係る請求をするときは、石垣市特産品開発及び生産力強化支援

事業補助金概算払請求書(様式第12号)により請求するものとする。 

2 市長は、前項の請求を受け付けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。 

(補助金の返還) 

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。 

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。 

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該

取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定め

て当該補助金の返還を請求するものとする。 

3 前項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しなけれ

ばならない。 

(事業成果の報告) 

第15条 補助事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算し

て5年間は、補助金の交付を受けた事業の実施状況を定期的に市長へ報告しなければならな

い。 

(書類の保存) 

第16条 補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付

した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。 

(財産処分の制限) 
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第17条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。 

2 規則第22条第2号に規定する市長が指定するものは、1品の取得価格又はその効用増加価格

が30万円以上のものとする。 

(委任) 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 

別表第1(第4条関係) 

補助対象事業 補助対象経費(対象事業に要するものに限る。) 

新たな特産品の開発又は既存の特産品

の生産力強化するたために要する施設、

設備等に関するもの 

工場、作業場等の建物取得に係る建設費 

建物付帯設備の整備又は取得に要する経費 

構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費 

建物賃借による増改築費 

備品購入費 

委託費 

外部評価費 

その他必要と認める経費 

備考 

公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、消耗品

費、土地の造成費、土地の購入費、その他社会通念上不適切と認められる費用は除く。 

別表第2(第6条関係) 

添付書類 

【個人・法人共通】 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 市税等の納税証明書 

(4) 事業実施等誓約書(様式第2号) 

(5) 暴力団員非該当等誓約書(様式第3号) 

【個人の場合】 

(1) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(3箇月以内のもの) 
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(2) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済の場合) 

(3) 直近3期分の決算書 

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。) 

(5) その他市長が必要と認める書類 

【法人の場合】 

(1) 履歴事項全部証明書(3箇月以内のもの) 

(2) 定款の写し 

(3) 直近3期分の決算書 

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。) 

(5) その他市長が必要と認める書類 
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様式第1号(第6条関係) 

様式第2号(第6条関係) 

様式第3号(第6条関係) 

様式第4号(第7条関係) 

様式第5号(第7条関係) 

様式第6号(第8条関係) 

様式第7号(第9条関係) 

様式第8号(第9条関係) 

様式第9号(第10条関係) 

様式第10号(第11条関係) 

様式第11号(第13条関係) 

様式第12号(第13条関係) 

 


